
第５回（３月）定例会提案事件表（追１）

1 議案第１２５号 西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

2 議案第１２６号 西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

3 議案第１２７号 西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部

を改正する条例制定の件

4 議案第１２８号 市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例

制定の件

5 議案第１２９号 西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

6 議案第１３０号 西宮市国民健康保険条例制定の件

7 議案第１３１号 西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例制定の件

8 議案第１３２号 西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制

定の件

9 議案第１３３号 西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例を廃止する条例制定の件

10 議案第１３４号 西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例制定の件

11 議案第１３５号 西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例制定の件

12 議案第１３６号 西宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制

定の件

13 議案第１３７号 西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例制定の件

14 議案第１３８号 西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制

定の件

15 議案第１３９号 西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例制定の件

16 議案第１４０号 西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例制定の件

17 議案第１４１号 西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定の件

18 議案第１４２号 西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例制定の件



19 議案第１４３号 西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例制定の件

20 議案第１４４号 西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例制定の件

21 議案第１４５号 西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例制定の件

22 議案第１４６号 西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例制定の件

23 議案第１４７号 西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例制定の件

24 議案第１４８号 西宮市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例制定の件

25 議案第１４９号 西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定の件

26 議案第１５０号 西宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定の件

27 議案第１５１号 西宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

28 議案第１５２号 西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例の一部を改正する

条例制定の件

29 議案第１５３号 西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

別冊

30 議案第１５４号 令和５年度西宮市一般会計補正予算（第８号）

31 議案第１５５号 令和５年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

32 議案第１５６号 令和５年度西宮市介護保険特別会計補正予算（第２号）

33 議案第１５７号 令和５年度西宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

34 議案第１５８号 令和５年度西宮市水道事業会計補正予算（第２号）

35 議案第１５９号 令和５年度西宮市工業用水道事業会計補正予算（第２号）

36 議案第１６０号 令和５年度西宮市下水道事業会計補正予算（第２号）

37 議案第１６１号 令和５年度西宮市病院事業会計補正予算（第２号）

38 議案第１６２号 令和６年度西宮市一般会計補正予算（第１号）

39 議案第１６３号 令和６年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

40 議案第１６４号 令和６年度西宮市介護保険特別会計補正予算（第１号）

41 議案第１６５号 令和６年度西宮市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

42 議案第１６６号 令和６年度西宮市水道事業会計補正予算（第１号）

43 議案第１６７号 令和６年度西宮市工業用水道事業会計補正予算（第１号）

44 議案第１６８号 令和６年度西宮市下水道事業会計補正予算（第１号）



45 議案第１６９号 令和６年度西宮市病院事業会計補正予算（第１号）

46 議案第１７０号 工事請負契約締結の件（青葉台緑地急傾斜地崩壊対策工事）

47 議案第１７１号 工事請負契約変更の件（瓦木中学校校舎改築他工事）

48 議案第１７２号 工事請負契約変更の件（甲武中学校長寿命化改修他工事）
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議案第１２５号

西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市一般職員の給与に関する条例及び西宮市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例

（西宮市一般職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 西宮市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年西宮市条例第５４号）の一部を

次のように改正する。

第８条の３を次のように改める。

（住居手当）

第８条の３ 住居手当は、世帯主（これに準ずる者を含む。）である職員に支給する。

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。

(1) 自ら居住するための住宅（貸間を含む。）を借り受け、家賃を支払つている職員

（これに準ずる者を含む。） １４，０００円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 ６，０００円

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
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第１８条第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１２２．５」に改め、同条第

３項中「１００分の１２０」を「１００分の１２２．５」に、「１００分の６７．５」

を「１００分の６８．７５」に改める。

第１９条第２項第１号中「１００分の１００」を「１００分の１０２．５」に改め、

同項第２号中「１００分の４７．５」を「１００分の４８．７５」に改める。

附則に次の３項を加える。

４７ 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第１８条第２項及び第３項の規定の

適用については、同条第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の

１２５」と、同条第３項中「１００分の６８．７５」とあるのは「１００分の７０」

とする。

４８ 令和５年１２月に支給する勤勉手当に関する第１９条第２項の規定の適用につい

ては、同項第１号中「１００分の１０２．５」とあるのは「１００分の１０５」と、

同項第２号中「１００分の４８．７５」とあるのは「１００分の５０」とする。

４９ 令和６年４月１日から同年１２月３１日までの間、職員（次に掲げる者に限

る。）の給料月額は、別表第１、別表第３又は別表第４に規定する額（附則第３２項

の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定により読み替えられた額）を、当該

額に１００分の９５を乗じて得た額（当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあ

つては、当該額にその者の１週間当たりの勤務時間を勤務条件条例第２条に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額）に読み替えるものとする。ただし、西宮市

職員退職手当支給条例第３条から第６条の３まで、第６条の５及び第８条の規定の適

用については、この限りでない。

(1) 別表第１の７級に決定されている職員であつて、危機管理監、局長、担当理事、

事務局長、教育次長又は理事の役職名を有するもの

(2) 別表第３の７級に決定されている職員であつて、消防長の役職名を有するもの

(3) 別表第４ア教育職給料表（１）の５級に決定されている職員であつて、教育次長

又は理事の役職名を有するもの

別表第１から別表第４までを次のように改める。
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（西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第２条 西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年西宮市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項の表中

「

３７６，０００円

４２２，０００

４７２，０００

５３３，０００

６０８，０００

７１０，０００

８３０，０００

」

を

「

３８０，０００円

４２７，０００

４７７，０００

５３９，０００

６１５，０００

７１８，０００

８３９，０００

」

に改める。

付 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中西宮市一般職員の給与に

関する条例第８条の３の改正規定及び次条第１項の規定は、令和６年７月１日から施行
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する。

（西宮市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第２条 令和６年７月１日から令和７年３月３１日までの間、第１条の規定による改正後

の西宮市一般職員の給与に関する条例（以下「第１条の規定による改正後の条例」とい

う。）第８条の３第２項の適用については、同項中「１４，０００円」とあるのは「

１３，０００円」と、「６，０００円」とあるのは「７，５００円」とする。

２ 第１条の規定による改正後の条例別表第１から別表第４までの規定は令和５年４月１

日から、第１条の規定による改正後の条例第１８条第２項及び第３項、第１９条第２項

並びに附則第４７項及び第４８項の規定は同年１２月１日から適用する。

３ 令和５年４月１日（次項において「切替日」という。）からこの条例の施行の日（以

下「施行日」という。）の前日までの間において、第１条の規定による改正前の西宮市

一般職員の給与に関する条例（以下「第１条の規定による改正前の条例」という。）の

規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又

はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定めるものの、第１条の規定

による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定

めるところによる。

４ 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員

の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めると

ころにより、必要な調整を行うことができる。

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間において、第１条の規定による改正後の条例

の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級

又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給について

は、当該適用又は異動について、まず第１条の規定による改正前の条例の規定が適用さ

れ、次いで当該適用又は異動の日から第１条の規定による改正後の条例の規定が適用さ

れるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるとこ

ろにより、必要な調整を行うことができる。

６ 第１条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定に

よる改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第１条の規定による改正後の条
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例の規定による給与の内払とみなす。

７ 前各項に定めるもののほか、第１条の規定の施行に関し必要な事項は、任命権者が別

に定める。

（西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第３条 第２条の規定による改正後の西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（以下「第２条の規定による改正後の条例」という。）第４条第１項の規定は、令和５

年４月１日から適用する。

２ 第２条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第２条の規定に

よる改正前の西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた給与は、第２条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

（参考１）

○提案理由

国家公務員の給与改定が人事院勧告に基づき実施されたこと等に伴い、所要の規定

の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市一般職員の給与に関する条例

（住居手当）

住居手当は、世帯主（これに準ずる者を含む。）である職員に月額１３,０００円第８条の３

を支給する。

２ 前項の規定により住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。

（期末手当）

第18条

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額に、６月に支給する場

合においては基準日以前６月以内の期間におけるその職員の別表第１３の左欄に掲げる在職期

間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める割合を乗じて得た額とし、１２月に支給する場

合においては基準日以前６月以内の期間におけるその職員の同表の左欄に掲げる在職期間の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の

１２０」とあるのは「１００分の６７.５」とする。

（勤勉手当）
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第19条

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額

とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分に属する職員の勤勉手当の総額は、

それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

１００分の１００を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉

手当基礎額に１００分の４７.５を乗じて得た額の総額

（第５条関係）別表第１

（別表第１から別表第４まで 略）

（現行抄）○西宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（特定任期付職員の給与の特例）

第２条第１項の規定により採用された職員（企業職員（地方公営企業等の労働関係に関第４条

する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ。）を除く。以

下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。

号給 給料月額

１号給 ３７６,０００円

２号給 ４２２,０００

３号給 ４７２,０００

４号給 ５３３,０００

５号給 ６０８,０００

６号給 ７１０,０００

７号給 ８３０,０００
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議案第１２６号

西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正

する条例制定の件

西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正

する条例

西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等に関する条例（昭和２６年西宮市条

例第５８号）の一部を次のように改正する。

第１条の３を次のように改める。

（降格の事由）

第１条の３ 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位

の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいず

れかに掲げる事由に該当し、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとす

る。この場合において、第２号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命

権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合

ア 職員の人事評価の結果が不良である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤

務実績が良くないと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置
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を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであつ

て、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると

認められるとき。

イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らか

な場合

ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判

断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合に

おいて、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性

を欠く状態がなお改善されないとき（ア及びイに掲げる場合を除く。）。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不

足が生じた場合

第２条第１項中「又は」を「、」に改め、「休職する場合」の次に「又は前条第１号イ

に該当するものとして職員を降給する場合」を加える。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考１）

○提案理由

職員の分限に関する取扱いの変更に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果等

（現行抄）に関する条例

（降格の事由）

任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務第１条の３

の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合は、当該職員を降格するものとする。

（分限の手続）

任命権者は、法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員を降任し、若し第２条

くは免職する場合又は同条第２項第１号の規定に該当するものとして職員を休職する場合にお

いては、医師２名を決定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。



3－1

議案第１２７号

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する

条例制定の件

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する

条例

西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例（昭和３１年西宮市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２５」に改める。

付則に次の１項を加える。

１８ 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規定の適用については、

同項中「１００分の２２５」とあるのは、「１００分の２３０」とする。

付 則

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当支給条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和５年１２月１日

から適用する。

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西宮市議会議員の議員報酬、
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費用弁償及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例

の規定による期末手当の内払とみなす。

（参考１）

○提案理由

特別職の国家公務員の期末手当が改定されたことに伴い、市議会議員の期末手当に

ついて、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

（現行抄）支給条例

（期末手当）

第５条

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２２０を乗じて得た額を基礎として、基準日

以前６月以内の期間におけるその者の在職日数に応じて日割りによつて計算した額とする。
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議案第１２８号

市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例制定の件

市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例等の一部を改正する条例

（市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例の一部改正）

第１条 市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例（昭和３１年西宮市条例第２０号）の

一部を次のように改正する。

第４条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２５」に改める。

附則第３３項中「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２０（市長にあつ

ては１００分の１７６、副市長にあつては１００分の１８７」を「１００分の２２５」

とあるのは、「１００分の２３０（市長にあつては１００分の１８４、副市長にあつて

は１００分の１９５．５」に改める。

（教育長の給与等を定める条例の一部改正）

第２条 教育長の給与等を定める条例（昭和３１年西宮市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則に次の１項を加える。

２５ 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第３条第２項において準用する市長、

副市長及び常勤監査委員の給与条例第４条第２項の規定の適用については、同項中
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「１００分の２２５」とあるのは、「１００分の２３０」とする。

（上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部改正）

第３条 上下水道事業管理者の給与に関する条例（昭和４１年西宮市条例第４８号）の一

部を次のように改正する。

付則に次の１項を加える。

２４ 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第３条第２項において準用する市長、

副市長及び常勤監査委員の給与条例第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２５」とあるのは、「１００分の２３０」とする。

（病院事業管理者の給与に関する条例の一部改正）

第４条 病院事業管理者の給与に関する条例（平成２５年西宮市条例第４７号）の一部を

次のように改正する。

付則に次の１項を加える。

１５ 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第３条第３項において準用する市長、

副市長及び常勤監査委員の給与条例第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２５」とあるのは、「１００分の２３０」とする。

付 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例（以下「第１

条の規定による改正後の条例」という。）の規定、第２条の規定による改正後の教育長

の給与等を定める条例（以下「第２条の規定による改正後の条例」という。）の規定、

第３条の規定による改正後の上下水道事業管理者の給与に関する条例（以下「第３条の

規定による改正後の条例」という。）の規定及び第４条の規定による改正後の病院事業

管理者の給与に関する条例（以下「第４条の規定による改正後の条例」という。）の規

定は、令和５年１２月１日から適用する。

３ 第１条の規定による改正後の条例の規定、第２条の規定による改正後の条例の規定、

第３条の規定による改正後の条例の規定又は第４条の規定による改正後の条例の規定を

適用する場合においては、第１条の規定による改正前の市長、副市長及び常勤監査委員

の給与条例の規定、第２条の規定による改正前の教育長の給与等を定める条例の規定、
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第３条の規定による改正前の上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定又は第４条

の規定による改正前の病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、それぞれ第１条の規定による改正後の条例の規定、第２条の規定による改正後

の条例の規定、第３条の規定による改正後の条例の規定又は第４条の規定による改正後

の条例の規定による給与の内払とみなす。

（参考１）

○提案理由

特別職の国家公務員の期末手当が改定されたことに伴い、市長、副市長及び常勤監

査委員等の期末手当について、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○市長、副市長及び常勤監査委員の給与条例

（期末手当）

第４条

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２２０を乗じて得た額に、６月に支給する場

合においては基準日以前６月以内の期間におけるその者の別表の左欄に掲げる在職期間の区分

に応じ、それぞれ同表の中欄に定める割合を乗じて得た額とし、１２月に支給する場合におい

ては基準日以前６月以内の期間におけるその者の同表の左欄に掲げる在職期間の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

付 則

33 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２０」とあるのは、「１００分の２２０（市長にあつては１００分の１７６、

副市長にあつては１００分の１８７）」とする。
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議案第１２９号

西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

西宮市消防団員等公務災害補償条例（昭和３２年西宮市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。

別表中「１２，４４０」を「１２，５００」に、「１３，３２０」を「１３，３５０」

に、「１０，６７０」を「１０，８００」に、「１１，５５０」を「１１，６５０」に、

「８，９００」を「９，１００」に、「９，７９０」を「９，９５０」に改める。

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 改正後の西宮市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別表の規定は、この条

例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた西宮市消防団員等公務災害補償条例第５条

第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事

由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に掲げる傷病補償年金、同条第４

号アに掲げる障害補償年金及び同条第６号アに掲げる遺族補償年金（以下「傷病補償年

金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補
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償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償

年金等については、なお従前の例による。

（参考１）

○提案理由

関係政令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市消防団員等公務災害補償条例

（補償基礎額）

第５条

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は災害応急措置従事者が消防作業等に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事したこと

による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には８,９００円

とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められ

るときは１４,２００円を超えない範囲内において、これを増額した額とすることができる。

（第５条関係）別表

補償基礎額表

勤務年数
階級

１０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上

円 円 円

団長及び副団長 １２,４４０ １３,３２０ １４,２００

分団長及び副分団長 １０,６７０ １１,５５０ １２,４４０

部長、班長及び団員 ８,９００ ９,７９０ １０,６７０

（該当部分のみ抜粋）
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議案第１３０号

西宮市国民健康保険条例制定の件

西宮市国民健康保険条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市国民健康保険条例

西宮市国民健康保険条例（昭和３６年度西宮市条例第１５号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」とい

う。）及び法に基づく命令に定めるもののほか本市が行う国民健康保険事業について必

要な事項を定める。

（国民健康保険運営協議会）

第２条 法第１１条第２項の規定に基づき西宮市国民健康保険運営協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。

２ 協議会の委員の定数は、１４人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する者

(3) 公益を代表する者

(4) 被用者保険等保険者を代表する者

３ 委員は、２回を限度として再任することができる。ただし、市長においてやむを得な
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いと認める場合に限り、４回を限度として再任することができる。

４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（協議会の運営）

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、前条第２項第３号に掲げる

者のうちから委嘱された委員のうちから、全委員の選挙によってこれらを定める。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。

４ 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、会長及び副会長を

選挙する会議は、市長が招集する。

５ 協議会は、前条第２項第１号から第３号までに掲げる者のうちから委嘱された委員各

１人以上、かつ、全委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

６ 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

（被保険者としない者）

第４条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により、児童福祉施設に入所して

いる児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童

であって、民法（明治２９年法律第８９号）の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規定により、養護老人ホームに入所し

ている者であって、市長の定める基準に達しないもの

（療養の給付の期間）

第５条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

（出産育児一時金）

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して出産育

児一時金として４８万８千円を支給する。ただし、規則で定めるところにより、これに

３万円を上限として加算した額を支給するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法
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（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、国家公務員共

済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他の法律において準用し、又は例による場合を

含む。次条第２項において同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第

１５２号）の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わな

い。

（葬祭費）

第７条 被保険者が死亡したときは、葬祭を行う者に対して葬祭費として５万円を支給す

る。

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保

険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定により、

これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

（医療付加金）

第８条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０

年法律第１１４号）第３７条の２第１項に規定する厚生労働省令で定める医療を受ける

ときは、当該医療に要する費用のうち当該被保険者が負担すべき額に相当する額を医療

付加金として支給する。

（保健事業）

第９条 市は、法第７２条の５第１項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、

これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げるもの

を行う。

(1) 健康診断

(2) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

（保険料の賦課）

第１０条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主（第４１条を除き、以下「世帯主」

という。）から徴収する。

（保険料の賦課額）

第１１条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「政令」という。）第２９
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条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金

等賦課額（同項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並び

に介護納付金賦課被保険者（同項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。

以下同じ。）の合算額とする。

（基礎賦課総額）

第１２条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第３６条、第３９条及び第４０条の規定に

より基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含

む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した

額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除

した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

に要する費用の額の合算額

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５

条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。）の納付に要する費

用（兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の

規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び高齢

者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」とい

う。）並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下

「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額

ウ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

エ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要

する費用の額

オ 保健事業に要する費用の額

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（兵庫県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金
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等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）の額を除く。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法第７４条の規定による補助金の額

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（兵庫県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに

介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）

に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第

７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

（基礎賦課額）

第１３条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、次条から第１６条までの規定により同一

世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額とする。

（基礎賦課額の所得割額の算定）

第１４条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８

項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短
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期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第３５

条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第

３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場

合を含む。第３６条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、同

法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。

同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第３６条

第１項第１号において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。

以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に、第１７条第１号の

所得割の保険料率を乗じて算定する。

２ 前項の場合における地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額若しくは山

林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、

同法第３１３条第９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

（基礎賦課額の被保険者均等割額の算定）

第１５条 第１３条の被保険者均等割額は、同一世帯に属する被保険者の数に第１７条第

２号の被保険者均等割の保険料率を乗じて算定する。

（基礎賦課額の世帯別平等割額の算定）
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第１６条 第１３条の世帯別平等割額は、被保険者の属する１世帯につき次条第３号の世

帯別平等割の保険料率による額とする。

（基礎賦課額の保険料率）

第１７条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 １００分の７．０６

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき３１，０８０円

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定める額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 １世帯につき２０，１６０円

イ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

者をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって、同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。）

１世帯につきアに定める額に２分の１を乗じて得た額

ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって、特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるも

の（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」とい

う。） １世帯につきアに定める額に４分の３を乗じて得た額

（基礎賦課限度額）

第１８条 第１３条の基礎賦課額は、政令第２９条の７第２項第９号に規定する額を超え

ることができない。

（後期高齢者支援金等賦課総額）

第１９条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第３６条、第３９条及び第

４０条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することになる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（兵庫県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
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の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項

及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

（後期高齢者支援金等賦課額）

第２０条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険

者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき

算定した世帯別平等割額の合計額とする。

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定）

第２１条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基

礎控除後の総所得金額等に、第２４条第１号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

（後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定）

第２２条 第２０条の被保険者均等割額は、同一世帯に属する被保険者の数に第２４条第

２号の被保険者均等割の保険料率を乗じて算定する。

（後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定）

第２３条 第２０条の世帯別平等割額は、被保険者の属する１世帯につき次条第３号の世

帯別平等割の保険料率による額とする。

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率）

第２４条 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 １００分の２．９

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき１２，０００円

(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに

定める額

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 １世帯につき７，６８０円
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イ 特定世帯 １世帯につきアに定める額に２分の１を乗じて得た額

ウ 特定継続世帯 １世帯につきアに定める額に４分の３を乗じて得た額

（後期高齢者支援金等賦課限度額）

第２５条 第２０条の後期高齢者支援金等賦課額は、政令第２９条の７第３項第８号に規

定する額を超えることができない。

（介護納付金賦課総額）

第２６条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第３６条及び第４０条の規定により

介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を

含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（兵庫県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。次号において同じ。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける

補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び

同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものに限る。）の額

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項及び第７２条の３の３第１

項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額）

第２７条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課

被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯

につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

（介護納付金賦課額の所得割額の算定）

第２８条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第３１条第１号の所得割の保険料率を乗じ

て算定する。
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（介護納付金賦課額の被保険者均等割額の算定）

第２９条 第２７条の被保険者均等割額は、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者の

数に第３１条第２号の被保険者均等割の保険料率を乗じて算定する。

（介護納付金賦課額の世帯別平等割額の算定）

第３０条 第２７条の世帯別平等割額は、介護納付金賦課被保険者の属する１世帯につき

次条第３号の世帯別平等割の保険料率による額とする。

（介護納付金賦課額の保険料率）

第３１条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。

(1) 所得割 １００分の２．６１

(2) 被保険者均等割 被保険者１人につき１３，２００円

(3) 世帯別平等割 １世帯につき６，７２０円

（介護納付金賦課限度額）

第３２条 第２７条の介護納付金賦課額は、政令第２９条の７第４項第８号に規定する額

を超えることができない。

（賦課期日）

第３３条 保険料の賦課期日は、４月１日とする。

（普通徴収に係る保険料の納期等）

第３４条 普通徴収（法第７６条の３第１項に規定する普通徴収をいう。）の方法によっ

て徴収する保険料の納期（以下「納期」という。）は、次のとおりとする。ただし、納

期限の日が日曜日又は銀行法施行令（昭和５７年政令第４０号）第５条第１項に規定す

る日に該当するときは、その翌日を納期限の日とする。

第１期 ６月１日から同月末日まで

第２期 ７月１日から同月末日まで

第３期 ８月１日から同月末日まで

第４期 ９月１日から同月末日まで

第５期 １０月１日から同月末日まで

第６期 １１月１日から同月末日まで

第７期 １２月１日から同月末日まで
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第８期 １月１日から同月末日まで

第９期 ２月１日から同月末日まで

第１０期 ３月１日から同月末日まで

２ 各納期に徴収する保険料の額は、当該年度分の保険料の賦課額を納期の数で除して得

た額とする。

３ 市長は、必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、納期及び各納期に

徴収する保険料の額を別に定めることができる。

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動等があった場

合）

第３５条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は同一世帯に属する被保険者数が

増加し、若しくは減少し、若しくは同一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険

者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは政令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）とな

った場合における当該納付義務者に係る第１３条若しくは第２０条の額（被保険者数が

増加し、若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数

が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務

者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第２７条の額又は次条第１項各号に定める

額若しくは同条第３項若しくは第４項の規定により読み替えて準用する同条第１項各号

に定める額若しくは第３９条第１項（同条第２項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に規定する第１７条第２号に定める基礎賦課額の被保険

者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額の算定は、それぞれその納付義務が発

生した日又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第６条第１号から第８号ま

での規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その

減少した日が月の初日であるときに限り、その日の前日とする。）若しくは同一世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付賦課被保険者でな

くなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第１３

条若しくは第２０条の額若しくは第２７条の額又は次条第１項各号に定める額若しくは

同条第３項若しくは第４項の規定により読み替えて準用する同条第１項各号に定める額
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若しくは第３９条第１項に規定する第１７条第２号に定める基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額の算定は、それぞれその納付義務が消滅した

日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が

消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とす

る。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。

（低所得者の保険料の減額）

第３６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１３条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日とする。以下同じ。）現在において、同一世帯に属する被保

険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第３１３条

第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第５７条第１項、第３項又は第４項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及

び他の所得と区分して計算される所得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第

１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の３第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第

３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同条第４項に規

定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す
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る条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下

この項において同じ。）の算定についても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及

び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」という。）のうち給与

所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条

第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受

けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年

中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が

６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この項において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっ

ては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と、イに掲げる額とを合

算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た

額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に、２９

万５千円に当該年度の保険料賦課期日現在において、当該世帯に属する被保険者の数
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及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と、イに掲げる額とを合

算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た

額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に、

５４万５千円に当該年度の保険料賦課期日現在において、当該世帯に属する被保険者

の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない

世帯に係る保険料の納付義務者であって、前２号に該当する者以外の者

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち、当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額と、イに掲げる額とを合

算した額

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た

額

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額

２ 前項に規定する各号の１人当たり軽減額を決定する場合において、１円未満の端数が

あるときは、これを切り上げる。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。以下この場合

において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第

１３条」とあるのは「第２０条」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１３条」と

あるのは「第２７条」と読み替えるものとする。
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（特例対象被保険者等の特例）

第３７条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等である場合における第１４条第１項及び前条第１項の規定の適用については、

第１４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（特例対象

被保険者等の総所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第２項の

規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。以下こ

の項及び次項並びに第３６条第１項において同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあ

るのは「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１号中「所得税法（昭和４０年法律

第３３号」とあるのは「所得税法」とする。

（特例対象被保険者等に係る届出）

第３８条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、規則で定める事項を記載した届

書を市長に提出しなければならない。

２ 前項に規定する世帯主は、同項の規定による届書の提出に当たり、市長から当該特例

対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１

項第１号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第１９条第３項に規定する雇用保険

受給資格通知の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

（未就学児に係る基礎賦課額の被保険者均等割額等の減額）

第３９条 当該年度において、その世帯に年齢６歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該未就学児に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１７条第２号に定める基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率（当該未就学児が属する世帯に係る保険料の納付義務者が

第３６条の規定の適用を受ける場合にあっては、当該保険料率から、当該保険料率に同

条第１項各号に掲げる納付義務者の区分に応じ、それぞれ当該各号アに定める割合を乗

じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。）を控除して

得た額）から、当該保険料率に１０分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げた額とする。）を控除して得た額とする。

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合におい

て、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１７条第
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２号」とあるのは「第２４条第２号」と読み替えるものとする。

（出産被保険者の保険料の減額）

第４０条 当該年度において、その世帯に出産被保険者（政令第２９条の７第５項第８号

に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務

者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条の基礎賦課額（第３６

条又は前条の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定による減額後の額）か

ら、次に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が政令第２９条の７

第２項第９号に規定する額を超える場合にあっては、同号に規定する額）とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所

得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の

出産の予定日（国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第３２条の

１０の２各号に掲げる場合にあっては、出産の日。次条第１項及び第２項において同

じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠

の場合にあっては、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期

間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率（第３６条の規定の適用を受

ける場合にあっては、当該保険料率から、当該保険料率に同条第１項各号に掲げる納

付義務者の区分に応じ、それぞれ当該各号アに定める割合を乗じて得た額を控除して

得た額）に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

２ 第３６条第２項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３

条」とあるのは「第２０条」と、「第２９条の７第２項第９号」とあるのは「第２９条

の７第３項第８号」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「をいう」とあるのは「をいい、介護納付金賦課被保険者である者に

限る」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１３条」とあるの

は「第２７条」と、「第３６条又は前条」とあるのは「第３６条」と、「これらの規
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定」とあるのは「同条の規定」と、「第２９条の７第２項第９号」とあるのは「第２９

条の７第４項第８号」と読み替えるものとする。

（出産被保険者に関する届出）

第４１条 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長

に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出

産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことがで

きる。

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び

第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、

第１項の規定による届出を省略させることができる。

（保険料の額及び納期等の通知）

第４２条 市長は、保険料の額を決定し、若しくは変更したとき又は納期若しくは各納期

に徴収する保険料の額を別に定めたときは、速やかに保険料の額、納期及び各納期に徴

収する保険料の額を世帯主に通知しなければならない。

（納期前の納付）

第４３条 世帯主は、到来した納期に係る保険料を納付しようとする場合において、当該

納期の後の納期に係る保険料を併せて納付することができる。

（延滞金）

第４４条 世帯主は、納期限後に保険料を納付する場合において、当該保険料の額が

２，０００円以上であるときは、当該保険料の額に、当該納期限の翌日から納付の日ま
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での期間に応じ、当該保険料の額（１，０００円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てる。）につき年１４．６パーセント（当該納期限の翌日から３月を経過す

る日までの期間については、年７．３パーセント）の割合をもって計算した金額に相当

する延滞金額（１００円未満の端数があるときはその端数金額を、その全額が

１，０００円未満であるときはその全額を切り捨てる。）を加算して納付しなければな

らない。

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。

３ 市長は、世帯主が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない

理由があると認めるときその他特別の事由により必要があると認めるときは、第１項の

延滞金額を減免することができる。

（保険料の減免又は徴収猶予）

第４５条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当することにより保険料の全額負担

に耐えることが困難であると認めるとき又は保険料を一時に納付することが困難である

と認めるときは、その申請によって保険料を減免し、又はその徴収を猶予することがで

きる。

(1) その資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、

又はその資産を盗まれたとき。

(2) その事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) その事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前３号に掲げる理由に類する理由があったとき。

（所得に関する申告）

第４６条 保険料の納付義務者は、市長が定める日までに、当該納付義務者及びその世帯

に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中

の所得につき地方税法第３１７条の２第１項の申告書が市長に提出されている場合又は

当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者（同項ただ

し書の条例で定める者を除く。）である場合においては、この限りでない。

（施行の細則）
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第４７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

（過料）

第４８条 世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若しくは虚

偽の届出をしたとき又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求

められてこれに応じないときは、１０万円以下の過料に処する。

第４９条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第１１３条の規定により文

書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により

当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１０万円以下の

過料に処する。

第５０条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例に規定する徴

収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処

する。

第５１条 前３条の過料の額は、情状により市長が定める。

２ 前３条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その

発行の日から起算して１０日以上を経過した日とする。

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 第６条の規定にかかわらず、令和５年４月１日前の出産に係る同条の規定の適用につ

いては、同条第１項中「４８万８千円」とあるのは、「４０万８千円」とする。

３ 改正後の西宮市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前

年中に所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受

けた場合における第３６条の規定の適用については、同条第１項第１号中「総所得金額

（」とあるのは「総所得金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算した

金額から１５万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第３１３条第３項」と
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あるのは「地方税法第３１３条第３項」と、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

５７条第１項」とあるのは「所得税法第５７条第１項」と、「１１０万円」とあるのは

「１２５万円」とする。

５ 第４４条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合には、その年中においては、年１４．６パーセントの割合に

あってはその年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割

合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）とする。

６ 前項の規定にかかわらず、令和３年１月１日前の期間に対応する延滞金に係る同項の

規定の適用については、同項中「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」とあるのは

「特例基準割合（当該年の前年に」と、「に規定する平均貸付割合をいう。）」とある

のは「の規定により告示された割合」と、「延滞金特例基準割合に」とあるのは「特例

基準割合に」とする。

７ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条

第６項に規定する賞与をいう。）を除く。次項、付則第１０項及び付則第１１項におい

て同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき

（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）に感染した

とき又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限

る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日か

ら労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、

傷病手当金を支給する。

８ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近

の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額をその間の就労日数で除して得た額（そ
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の額に、５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があ

るときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その額に、

５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるとき

はこれを１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項

の表に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額

（その額に、５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数

があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その

額に、５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があ

るときはこれを１円に切り上げるものとする。）を超えるときは、その額とする。

９ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないもの

とする。

１０ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、新型コロナウ

イルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができ

る者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、

その受けることができる給与等の額が付則第８項の規定により算定される額より少ない

ときは、その差額を支給する。

１１ 前項に規定する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受け

ることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることがで

きなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合にお

いてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支

給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額

を支給額から控除する。

１２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主か

ら徴収する。

１３ 付則第７項から前項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が規則で定める日

までである場合に限り、適用するものとする。
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（参考）

○提案理由

国民健康保険の令和６年度以後の保険料率を定めるほか、国民健康保険法等の一部

改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３１号

西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例制定の件

西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を

次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例

西宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成２４年西宮市条例第８号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９７条第１項から第３項までの介護老

人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、この条例の定め

るところによる。

（介護老人保健施設の基準）

第２条 介護保険法第９７条第１項から第３項までの介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準（平成１１年厚生省令第４０号）に定める基準（当該基準の特例として定め

られている基準がある場合には、その基準）をもって、その基準とする。
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付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３２号

西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件

西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西宮市条

例第９号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６５条第１項の軽費老人ホームの設備

及び運営に関する基準については、この条例の定めるところによる。

（軽費老人ホームの基準）

第２条 社会福祉法第６５条第１項の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、軽

費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号）に定

める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準）をも

って、その基準とする。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３３号

西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例を廃止する条例制定の件

西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を廃止

する条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例を廃止する条例

西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年西宮市条例第１０号）は、廃止する。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考１）

○提案理由

介護保険法の改正に伴い、介護療養型医療施設が廃止されたため。

（参考２）

○西宮市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

（現行）営に関する基準を定める条例

（平成２４年９月２４日）

（西宮市条例第１０号）

目 次

第１章 総則（第１条－第３条）

第２章 人員に関する基準（第４条）

第３章 設備に関する基準（第５条－第７条）

第４章 運営に関する基準（第８条－第４１条）

第５章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第１節 この章の総則（第４２条・第４３条）

第２節 設備に関する基準（第４４条－第４６条）

第３節 運営に関する基準（第４７条－第５５条）

第６章 雑則（第５６条）

付 則

総則第１章

（趣旨）

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３条）附則第１３０条の２第第１条

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護

保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧介護保険法」という。）第１１０条第１項及び第

２項の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準については、この条例の定

めるところによる。

（定義）

この条例における用語の意義は、旧介護保険法の例による。第２条

（基本方針）

指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サー第３条

ビス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機

能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにするものでなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立っ

て指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅

介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居

宅サービス事業を行う者をいう。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
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５ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、介護保険

法（以下「法」という。）第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な

情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

人員に関する基準第２章

（従業者の員数）

指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２第４条

項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であるものに限る。）に置く

べき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数

以上

(2) 療養病床に係る病室によって構成される病棟（療養病床が病棟の一部である場合は、当該

一部。以下「療養病床に係る病棟」という。）に置くべき看護師又は准看護師（以下「看護

職員」という。） 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が６又はそ

の端数を増すごとに１以上

(3) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における

入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

(4) 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数

(5) 栄養士又は管理栄養士 療養病床の数が１００以上の指定介護療養型医療施設にあっては、

１以上

(6) 介護支援専門員 １以上（療養病床に係る病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限

る。）における入院患者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とする。）

２ 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置くべき従業者

の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算方法で、１以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における

入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における

入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

(4) 介護支援専門員 １以上

３ 指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」

という。）を有する病院（以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。）である

ものに限る。）に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

ア 老人性認知症疾患療養病棟（医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第４３条

の２の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。）にあっては、常勤換算方法で、当

該病棟における入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上

イ 老人性認知症疾患療養病棟（アの規定の適用を受けるものを除く。）にあっては、常勤

換算方法で、当該病棟における入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１以上

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養

病棟における入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 １以上

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 １以上

(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数の合計

数が１００以上の指定介護療養型医療施設にあっては、１以上

(7) 介護支援専門員 １以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分に
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限る。）に係る病室における入院患者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。）

４ 前３項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。

５ 第１項から第３項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤

の従業者の員数に換算する方法をいう。

６ 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介

護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第１項第６号及び第３項第７号

の規定にかかわらず、療養病床（専ら要介護者を入院させる部分に限る。）に係る病室におけ

る入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限る。）に

係る病室における入院患者の数の合計数が１００又はその端数を増すごとに１とする。

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事するこ

とができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、

この限りでない。

８ 第１項第６号、第３項第７号及び第６項の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤

の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護療養型

医療施設の他の業務に従事することができるものとする。

９ 第３項第１号の医師のうち１人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サ

ービスを担当する医師としなければならない。

10 第３項第４号の作業療法士及び同項第５号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、専らそ

の職務に従事する常勤の者でなければならない。

設備に関する基準第３章

（構造設備）

指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条において同じ。）第５条

は、食堂及び浴室を有しなければならない。

２ 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室について

は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 療養病床に係る一つの病室の病床数は、４床以下とすること。

(2) 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき６.４平方メー

トル以上とすること。

(3) 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測

定で、１.８メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による

測定で、２.７メートル以上としなければならない。

(4) 機能訓練室は、内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び

器具を備えなければならない。

(5) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しな

ければならない。

(6) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上の

広さを有しなければならない。

(7) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

３ 前２項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けることとする。

指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条において同第６条

じ。）は、食堂及び浴室を有しなければならない。

２ 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室について

は、次の基準を満たさなければならない。

(1) 療養病床に係る一つの病室の病床数は、４床以下とすること。
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(2) 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につき６.４平方メー

トル以上とすること。

(3) 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測

定で、１.８メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による

測定で、２.７メートル以上としなければならない。

(4) 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなけ

ればならない。

(5) 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しな

ければならない。

(6) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者１人につき１平方メートル以上の

広さを有しなければならない。

(7) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

３ 前２項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けることとする。

指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下この条第７条

において同じ。）は、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなけれ

ばならない。

２ 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、

食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

(1) 老人性認知症疾患療養病棟に係る一つの病室の病床数は、４床以下とすること。

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者１人につ

き６.４平方メートル以上とすること。

(3) 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供される部分を除

く。）の床面積は、入院患者１人につき１８平方メートル以上とすること。

(4) 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅

は、内法による測定で、１.８メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の

幅は、内法による測定で、２.７メートル以上（医療法施行規則第４３条の２の規定の適用

を受ける病院の廊下の幅にあっては、２.１メートル以上）としなければならない。

(5) 生活機能回復訓練室は、６０平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備

えなければならない。

(6) デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入

院患者１人につき２平方メートル以上の面積を有しなければならない。

(7) 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者１人につき１平方メート

ル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用するこ

とができるものとする。

(8) 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。

３ 前２項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備を設けることとする。

運営に関する基準第４章

（内容及び手続の説明及び同意）

指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、あらかじ第８条

め、患者又はその家族に対し、第２８条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その

他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定に

よる文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該患者又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提
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供することができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交付し

たものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法

イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者

又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方

法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す

る方法）

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録し

たものを交付する方法

３ 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作

成することができるものでなければならない。

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算

機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織をいう。

５ 指定介護療養型医療施設は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその家族から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該患者又は

その家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止）

指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供を拒んで第９条

はならない。

（サービス提供困難時の対応）

指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供するこ第10条

とが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措置を速やか

に講じなければならない。

（受給資格等の確認）

指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場合には、第11条

その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有

効期間を確かめなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、

当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければな

らない。

（要介護認定の申請に係る援助）

指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者については、要第12条

介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、患者の

意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受けている
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要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。

（入退院）

指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対第13条

象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

２ 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員から入院

患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下におけ

る介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高いと認められる患者

を優先的に入院させるよう努めなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対

する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等の

把握に努めなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性が

ないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。

５ 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指

導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対

する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（サービスの提供の記録）

指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している介護保険第14条

施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者証に記載しなけ

ればならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、提供した具体的

なサービスの内容等を記録しなければならない。

（利用料等の受領）

指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス（旧介護保険法第４８条第４項の規第15条

定により施設介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場

合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）に該当す

る指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料（施設介護サービス費の

支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として、当該指定介護療養施設

サービスについて同条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

（以下「施設サービス費用基準額」という。）から当該施設に支払われる施設介護サービス費

の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。

２ 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サービス

を提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を

受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用（旧介護保険法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護

サービス費が入院患者に支給された場合は、食費の基準費用額（同条第４項の規定により当

該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた

場合は、食費の負担限度額）を限度とする。）

(2) 居住に要する費用（旧介護保険法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービ

ス費が入院患者に支給された場合は、居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特

定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合

は、居住費の負担限度額）を限度とする。）

(3) 市長の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要

となる費用
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(4) 市長の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要

となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させるこ

とが適当と認められるもの

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、別に市長が定めるところによるものと

する。

５ 指定介護療養型医療施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付

して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号まで

に掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サー第16条

ビスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービスの内容、費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対して交付しなければな

らない。

（指定介護療養施設サービスの取扱方針）

指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要介護状態の軽減第17条

又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に

行わなければならない。

２ 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならな

いよう配慮して行われなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、懇切

丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう

に指導又は説明を行わなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該入院患者

又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他入院患者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

５ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入

院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を

３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。

７ 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（施設サービス計画の作成）

指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関す第18条

る業務を担当させるものとする。

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門

員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院患者の日常生活全般を支援す

る観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービ
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ス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入

院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入院患者が現に抱

える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

で解決すべき課題を把握しなければならない。

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」

という。）に当たっては、入院患者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合

において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。

５ 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメントの結果及び

医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案して、入院患者及びその家族の生活

に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービス

の目標及びその達成時期、指定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提

供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入院患者に対する指定介護療養施設サー

ビスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会

議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入院患者又はその家

族（以下この項において「入院患者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装

置等の活用について当該入院患者等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の

開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はその家族

に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければならない。

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を

入院患者に交付しなければならない。

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把

握（入院患者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービス

計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、

特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入院患者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当

者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。

(1) 入院患者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入院患者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用す

る。

（診療の方針）

医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に市長が定める基準によらなけ第19条

ればならない。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確

な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察し、要介護

者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適

切な指導を行う。
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(3)常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把

握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に市長が定めるもののほか行ってはならない。

(6) 別に市長が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方してはならない。た

だし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号）第２条第１７項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされ

る薬物を使用する場合においては、この限りでない。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたと

きは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

（機能訓練）

指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自第20条

立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的

に行わなければならない。

（栄養管理）

指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した第20条の２

日常生活を営むことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなけれ

ばならない。

（口腔衛生の管理）

指定介護療養型医療施設は、入院患者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生第20条の３

活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入院患者の状態に応じた口腔衛

生の管理を計画的に行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資第21条

するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならな

い。

２ 指定介護療養型医療施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入院患者を入浴させ、

又は清しきしなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に取り替

えなければならない。

５ 指定介護療養型医療施設は、じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。

６ 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替え、整容そ

の他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

７ 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該指定介護

療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

（食事の提供）

入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及びし好を考慮したものと第22条

するとともに、適切な時間に行われなければならない。

２ 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行われるよ

う努めなければならない。

（その他のサービスの提供）

指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行うよう努第23条

めるものとする。

２ 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
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（患者に関する市町村への通知）

指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院患者が次の各第24条

号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければ

ならない。

(1) 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず退院し

ないとき。

(2) 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(3) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

（管理者の管理）

指定介護療養型医療施設を管理する医師は、医療法第１２条第２項の規定による許可を第25条

受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であってはならない。

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福

祉法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項に規定する社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型

医療施設の管理上支障がない場合は、この限りでない。

（管理者の責務）

指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業者の管理、業第26条

務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮

命令を行うものとする。

（計画担当介護支援専門員の責務）

計画担当介護支援専門員は、第１８条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも第27条

のとする。

(1) 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把

握すること。

(2) 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事

業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接

に連携すること。

(3) 第３７条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(4) 第３９条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

（運営規程）

指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程第28条

（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入院患者の定員

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サービスを提供第29条

できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供し

なければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限
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りでない。

３ 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。その際、当該指定介護療養型医療施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介

護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必

要な措置を講じなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。

（業務継続計画の策定等）

指定介護療養型医療施設は、感染症や非常災害の発生時において、入院患者に対す第29条の２

る指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。

（定員の遵守）

指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させてはなら第30条

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機第31条

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。

（衛生管理等）

指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供第32条

する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び

医療機器の管理を適正に行わなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をお

おむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練

を定期的に実施すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、別に市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対

処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

（協力歯科医療機関）

指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ第33条

ればならない。
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（掲示）

指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に、運営規程第34条

の概要及び従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関する重要事項を掲示しな

ければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養型医療

施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。

（秘密保持等）

指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入院患者第35条

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た入

院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情報を提供

する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）

指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険第36条

者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退院

患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情処理）

指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者及び第37条

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、旧介護保険法第

２３条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力

するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町

村に報告しなければならない。

５ 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者からの苦

情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条

第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う旧介護保険法第１７６

条第１項第２号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規

定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。

６ 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（地域との連携等）

指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等第38条

との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養施設サービスに

関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置第39条
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を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の

ための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ

れ、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故

が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。

４ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（虐待の防止）

指定介護療養型医療施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる第39条の２

措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

（会計の区分）

指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他の事業の第40条

会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関する諸記録を整第41条

備しておかなければならない。

２ 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第１４条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第１７条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第２４条の規定による市町村への通知に係る記録

(5) 第３７条第２項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第３９条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準第５章

この章の総則第１節

（この章の趣旨）

第３条並びに第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養型医療施設第42条

（施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室（当該病室の

入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体的に構

成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対す

る支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運
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営に関する基準については、この章に定めるところによる。

（基本方針）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人格を尊重し、施第43条

設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前の居宅にお

ける生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学

的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各

ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援し

なければならない。

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市

町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければな

らない。

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては、

法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ

有効に行うよう努めなければならない。

設備に関する基準第２節

（構造設備）

ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条におい第44条

て同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

２ 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室について

は、次の基準を満たさなければならない。

(1) ユニット

ア 病室

(ｱ) 一つの病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サー

ビスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。

(ｲ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接し

て一体的に設けること。ただし、一つのユニットの入院患者の定員は、原則としておお

むね１０人以下とし、１５人を超えないものとする。

(ｳ) 一つの病室の床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１.３平方メートル以上とすること。

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ｲ) 一つの共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

(ｱ) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

(ｱ) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適

したものとすること。

(2) 廊下幅 １.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２.７メートル以上とす

ること。
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(3) 機能訓練室 内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器

具を備えること。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の

用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの

提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 第２項第１号イの共同生活室は、医療法施行規則第２１条第１項第２号に規定する食堂とみ

なす。

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を設けることとする。

ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条にお第45条

いて同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

２ 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室について

は、次の基準を満たさなければならない。

(1) ユニット

ア 病室

(ｱ) 一つの病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サー

ビスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。

(ｲ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接し

て一体的に設けること。ただし、一つのユニットの入院患者の定員は、原則としておお

むね１０人以下とし、１５人を超えないものとする。

(ｳ) 一つの病室の床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１.３平方メートル以上とすること。

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ｲ) 一つの共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

(ｱ) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

(ｱ) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適

したものとすること。

(2) 廊下幅 １.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２.７メートル以上とす

ること。

(3) 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の

用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの

提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 第２項第１号イの共同生活室は、医療法施行規則第２１条の４第１項に規定する食堂とみな

す。

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を設けることとする。



9－17

ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。第46条

以下この条において同じ。）は、ユニット、生活機能回復訓練室及び浴室を有しなければなら

ない。

２ 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復訓練室及び浴室

については、次の基準を満たさなければならない。

(1) ユニット

ア 病室

(ｱ) 一つの病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サー

ビスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。

(ｲ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接し

て一体的に設けること。ただし、一つのユニットの入院患者の定員は、原則としておお

むね１０人以下とし、１５人を超えないものとする。

(ｳ) 一つの病室の床面積は、１０.６５平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１.３平方メートル以上とすること。

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

(ｱ) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交

流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ｲ) 一つの共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

(ｱ) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

(ｱ) 病室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適

したものとすること。

(2) 廊下幅 １.８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２.７メートル以上とす

ること。

(3) 生活機能回復訓練室 ６０平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備え

ること。

(4) 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療養型医療施設の

用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの

提供に支障がない場合は、この限りでない。

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火設備その他の非

常災害に際して必要な設備を設けることとする。

運営に関する基準第３節

（利用料等の受領）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護療養第47条

施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額

から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施

設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額

との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の
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額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用（旧介護保険法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護

サービス費が入院患者に支給された場合は、食費の基準費用額（同条第４項の規定により当

該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に

支払われた場合は、食費の負担限度額）を限度とする。）

(2) 居住に要する費用（旧介護保険法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービ

ス費が入院患者に支給された場合は、居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特

定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払

われた場合は、居住費の負担限度額）を限度とする。）

(3) 市長の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要

となる費用

(4) 市長の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要

となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させるこ

とが適当と認められるもの

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、別に市長が定めるところによるものと

する。

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記

した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号

から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

（指定介護療養施設サービスの取扱方針）

指定介護療養施設サービスは、入院患者がその有する能力に応じて、自らの生活様式及第48条

び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画

に基づき、入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入院患者の日

常生活を支援するものとして行われなければならない。

２ 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持って生活

を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

３ 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなければな

らない。

４ 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基本として、入院

患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しな

がら、適切に行われなければならない。

５ ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっ

て、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行わなければならない。

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当

該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置

を講じなければならない。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
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(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。

９ ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の

評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的第49条

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入院患者の病状及び心身の状況等

に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事を、入院患者がそ

の病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければな

らない。

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生

活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入浴の機会を提供しなければなら

ない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代える

ことができる。

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方

法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者については、

排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は、じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとと

もに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院患者が行う離床、

着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、当該ユニット型

指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

（食事）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状況及びし好を考第50条

慮した食事を提供しなければならない。

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適切な方法により、

食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を

提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとることが

できるよう必要な時間を確保しなければならない。

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築くことができるよ

う、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならな

い。

（その他のサービスの提供）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者のし好に応じた趣味、教養又は娯楽に第51条

係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければ

ならない。

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院

患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（運営規程）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関第52条

する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
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(3) 入院患者の定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設サー第53条

ビスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を

行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び

深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者に

よって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者に対する指定

介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会

を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護療養型医療施設は、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

（定員の遵守）

ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員及び病室の定員第54条

を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。

（準用）

第８条から第１４条まで、第１６条、第１８条から第２０条の３まで、第２４条から第第55条

２７条まで、第２９条の２及び第３１条から第４１条までの規定は、ユニット型指定介護療養

型医療施設について準用する。この場合において、第８条第１項中「第２８条に規定する運営

規程」とあるのは「第５２条に規定する重要事項に関する規程」と、第２６条第２項中「この

章」とあるのは「第５章第３節」と、第２７条中「第１８条」とあるのは「第５５条において

準用する第１８条」と、同条第３号及び第４１条第２項第５号中「第３７条第２項」とあるの

は「第５５条において準用する第３７条第２項」と、第２７条第４号及び第４１条第２項第６

号中「第３９条第３項」とあるのは「第５５条において準用する第３９条第３項」と、同項第

２号中「第１４条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第１４条第２項」と、同項

第３号中「第１７条第５項」とあるのは「第４８条第７項」と、同項第４号中「第２４条」と

あるのは「第５５条において準用する第２４条」と読み替えるものとする。

雑則第６章

（電磁的記録等）

指定介護療養型医療施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののう第56条
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ち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定され、又は想定されるもの（第１１条第１

項（前条において準用する場合を含む。）及び第１４条第１項（前条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。

２ 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類する

もの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定され、

又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をい

う。）によることができる。

付 則

（施行期日）

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。第１条

（この条例の失効）

この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。第２条

（経過措置）

指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置くべき従第３条

業者の員数は、当分の間、第４条第２項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 医師 常勤換算方法で、１以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る

病室における入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。ただし、そのうちの一つ

については、看護職員とするものとする。

(3) 介護支援専門員 １以上

第４条第３項の指定介護療養型医療施設について、同項の規定を適用する場合において第４条

は、当分の間、同項第２号イ中「１以上」とあるのは、「１以上。ただし、そのうち、老人性

認知症疾患療養病棟入院患者数を４で除した数（その数が１に満たないときは１とし、その数

に１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）から老人性認知症疾患療

養病棟入院患者数を５で除した数（その数が１に満たないときは１とし、その数に１に満たな

い端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）を減じた数の範囲内で介護職員とする

ことができる。」と、同項第３号中「６」とあるのは、「８」とする。

専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師（老人性認知第５条

症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。）を置いている指定介護療養型医

療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。）について、第４条第３

項第４号又は第１０項の規定を適用する場合においては、当分の間、同号中「作業療法士」と

あるのは「週に１日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに

従事する作業療法士」と、同項中「第３項第４号の作業療法士及び同項第５号の精神保健福祉

士」とあるのは「第３項第５号の精神保健福祉士」とする。

医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以下「平成第６条

１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既存病院建物内の旧療養

型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。）であって、平成１３年医療法施行規則等

改正省令第７条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成５年厚生

省令第３号）附則第４条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下について、

第５条第２項第３号の規定を適用する場合においては、同号中「１.８メートル」とあるのは

「１.２メートル」と、「２.７メートル」とあるのは「１.６メートル」とする。

平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内の旧療養第７条
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型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。）であって、平成１３年医療法施行規則等

改正省令第８条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１０年厚

生省令第３５号）附則第４条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下について、第

５条第２項第３号の規定を適用する場合においては、同号中「１.８メートル」とあるのは

「１.２メートル」と、「２.７メートル」とあるのは「１.６メートル」とする。

病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟（以下「病床転換による老人性認第８条

知症疾患療養病棟」という。）に係る病室について、第７条第２項第１号の規定を適用する場

合においては、同号中「４床」とあるのは、「６床」とする。

この条例の施行の際現に存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室のうち、平成１３第９条

年医療法施行規則等改正省令附則第４０条の規定の適用を受けるものについて、第７条第２項

第２号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号中「内法による測定で、入院患者１

人につき６.４平方メートル」とあるのは、「入院患者１人につき６平方メートル」とする。

病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下について、第７条第10条

第２項第４号の規定を適用する場合においては、同号中「１.８メートル」とあるのは「１.２

メートル」と、「２.７メートル以上（医療法施行規則第４３条の２の規定の適用を受ける病

院の廊下の幅にあっては、２.１メートル以上）」とあるのは「１.６メートル以上」とする。

この条例の施行の際現に旧介護保険法第４８条第１項第３号の規定に基づく指定を受け第11条

ている介護療養型医療施設のうち、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令（平成１７年厚生労働省令第１３９号。以下「平成１７年省令」

という。）附則第８条第１項の規定の適用を受けるもの（この条例の施行の日以後に建物の規

模又は構造を変更したものを除く。）は、指定介護療養型医療施設であってユニット型指定介

護療養型医療施設でないものとみなす。

この条例の施行の際現に旧介護保険法第４８条第１項第３号の規定に基づく指定を受け第12条

ている介護療養型医療施設のうち、平成１７年省令附則第７条第２項の規定の適用を受けるも

の（この条例の施行の日以後に増築され、又は改築された部分を除く。）について、第４４条

第２項第１号イ(イ)、第４５条第２項第１号イ(イ)又は第４６条第２項第１号イ(イ)の規定を

適用する場合においては、これらの規定中「２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交

流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。



10－1

議案第１３４号

西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例制定の件

西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例

西宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年西宮市条例第１１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８８条第１項及

び第２項の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第８６条

第１項の条例で定める数については、この条例の定めるところによる。

（指定介護老人福祉施設の基準）

第２条 法第８８条第１項及び第２項の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関

する基準は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚

生省令第３９号）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合

には、その基準）をもって、その基準とする。
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（入所定員）

第３条 法第８６条第１項（法第８６条の２第４項において準用する場合を含む。）の条

例で定める数は、３０とする。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３５号

西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例制定の件

西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例

西宮市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年西宮市条例第１２号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）第４４条第１項及び第２項の指定障害者支援施設等

の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第３８条第３項において読み替えて準用す

る法第３６条第３項第１号の条例で定める者については、この条例の定めるところによ

る。

（指定障害者支援施設等の基準）

第２条 法第４４条第１項及び第２項の指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関

する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指
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定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７２号）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合には、

その基準）をもって、その基準とする。

（申請者の資格）

第３条 法第３８条第３項（法第３９条第２項において読み替えて準用する場合を含

む。）において読み替えて準用する法第３６条第３項第１号の条例で定める者は、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労

働省令第１９号）第３４条の２４の２第１項に定める者とする。

２ 前項の規定は、法第４１条第４項において読み替えて準用する法第３８条第３項にお

いて準用する法第３６条第３項第１号の条例で定める者について準用する。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３６号

西宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件

西宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

西宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西宮市条

例第１３号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）第８４条第１項の障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準については、この条例の定めるところによる。

（障害者支援施設の基準）

第２条 法第８４条第１項の障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）に定める基準（当該基準の特

例として定められている基準がある場合には、その基準）をもって、その基準とする。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３７号

西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件

西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定

する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

西宮市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西宮

市条例第１４号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第１項の特別養護老人ホーム

の設備及び運営に関する基準については、この条例の定めるところによる。

（特別養護老人ホームの基準）

第２条 老人福祉法第１７条第１項の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号）に定

める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準）をも

って、その基準とする。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３８号

西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件

西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

西宮市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西宮市条

例第１５号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第１項の養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準については、この条例の定めるところによる。

（養護老人ホームの基準）

第２条 老人福祉法第１７条第１項の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、養

護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）に定める基

準（当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準）をもって、

その基準とする。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１３９号

西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例制定の件

西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を次のよう

に制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例

西宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４

年西宮市条例第１６号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）第５４条第１項第２号の条例で定める基準、共生型介護予防サー

ビスの事業に係る法第１１５条の２の２第１項各号の人員、設備及び運営に関する基準

並びに共生型介護予防サービスに係る同項の介護予防のための効果的な支援の方法に関
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する基準並びに指定介護予防サービスの事業に係る法第１１５条の４第１項及び第２項

の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定介護予防サービスに係る同項の介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準並びに法第１１５条の２第２項第１号の条例

で定める者については、この条例の定めるところによる。

（指定介護予防サービスの事業等の基準）

第２条 基準該当介護予防サービスの事業に係る法第５４条第１項第２号の条例で定める

基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第１１５条の２の２第１項各号の人員、

設備及び運営に関する基準並びに共生型介護予防サービスに係る同項の介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防サービスの事業に係る法第

１１５条の４第１項及び第２項の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定介護予防

サービスに係る同項の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以

下「省令」という。）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準がある

場合には、その基準）をもって、その基準とする。

２ 前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１７９条 若しくは指定介護予防小規模多機 、指定介護予防小規模多機能型居宅介

能型居宅介護事業所（指定地域密 護事業所（指定地域密着型介護予防サ

着型介護予防サービス基準第４４ ービス基準第４４条第１項に規定する

条第１項に規定する指定介護予防 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護事業所を 事業所をいう。）若しくは第２６０条

いう。） 第３項の指定第１号通所事業を行う事

業所

（申請者の資格）

第３条 法第１１５条の２第２項第１号（法第１１５条の１１において読み替えて準用す

る法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、介護保

険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の１７の２に定めるところに

よる。
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付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４０号

西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例制定の件

西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を

次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例

西宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年西宮市条例第１７号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第４２条第１項第２号の条例で定める基準、共生型居宅サービスの事

業に係る法第７２条の２第１項各号の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定居宅

サービスの事業に係る法第７４条第１項及び第２項の人員、設備及び運営に関する基準

並びに法第７０条第２項第１号の条例で定める者については、この条例の定めるところ

による。

（指定居宅サービスの事業等の基準）

第２条 基準該当居宅サービスの事業に係る法第４２条第１項第２号の条例で定める基準、
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共生型居宅サービスの事業に係る法第７２条の２第１項各号の人員、設備及び運営に関

する基準並びに指定居宅サービスの事業に係る法第７４条第１項及び第２項の人員、設

備及び運営に関する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第３７号）に定める基準（当該基準の特例として定められて

いる基準がある場合には、その基準）をもって、その基準とする。

（申請者の資格）

第３条 法第７０条第２項第１号（法第７０条の２第４項において準用する場合を含

む。）の条例で定める者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１２６条の４の２に定めるところによる。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４１号

西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例制定の件

西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例

西宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年西宮市条例第１８号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）第１１５条の１４第１項及び第２項の人員、設備及び

運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る同項の介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準並びに法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定
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める者については、この条例の定めるところによる。

（指定地域密着型介護予防サービスの事業等の基準）

第２条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る法第１１５条の１４第１項及び第

２項の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

同項の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。

以下「省令」という。）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準があ

る場合には、その基準）をもって、その基準とする。

２ 前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第３９条第１項（第６４ 又は当該指定介護予防認知症対 若しくは当該指定介護予防

条及び第８５条において 応型通所介護事業所が所在する 認知症対応型通所介護事業

準用する場合を含む。） 区域を管轄する法第１１５条の 所が所在する区域を管轄す

４６第１項に規定する地域包括 る法第１１５条の４６第１

支援センターの職員 項に規定する地域包括支援

センターの職員又は市長が

定める者

（申請者の資格）

第３条 法第１１５条の１２第２項第１号（法第１１５条の２１において読み替えて準用

する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、介護

保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の２７の２に定める者とす

る。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４２号

西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例制定の件

西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例

西宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年西宮市条例第１９号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）第７８条の２の２第１項各号の人員、設備及び運営に関する基準

並びに指定地域密着型サービスの事業に係る法第７８条の４第１項及び第２項の人員、

設備及び運営に関する基準、法第７８条の２第１項の条例で定める数並びに同条第４項

第１号の条例で定める者については、この条例の定めるところによる。

（指定地域密着型サービスの事業等の基準）

第２条 共生型地域密着型サービスの事業に係る法第７８条の２の２第１項各号の人員、

設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業に係る法第７８条の４
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第１項及び第２項の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「省

令」という。）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合に

は、その基準）をもって、その基準とする。

２ 前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる省令の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第３条の３７第１項 又は当該指定定期巡回・随 若しくは当該指定定期巡回

時対応型訪問介護看護事業 ・随時対応型訪問介護看護

所が所在する区域を管轄す 事業所が所在する区域を管

る法第１１５条の４６第１ 轄する法第１１５条の４６

項に規定する地域包括支援 第１項に規定する地域包括

センターの職員 支援センターの職員又は市

長が定める者

第３４条第１項（第３７条の 又は当該指定地域密着型通 若しくは当該指定地域密着

３、第４０条の１６、第６１ 所介護事業所が所在する区 型通所介護事業所が所在す

条、第８８条、第１０８条、 域を管轄する法第１１５条 る 区 域 を 管 轄 す る 法 第

第１２９条、第１５７条、第 の４６第１項に規定する地 １１５条の４６第１項に規

１６９条及び第１８２条にお 域包括支援センターの職員 定する地域包括支援センタ

いて準用する場合を含む。） ーの職員又は市長が定める

者

（入所定員）

第３条 法第７８条の２第１項（法第７８条の１２において読み替えて準用する法第７０

条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める数は、２９とする。

（申請者の資格）

第４条 法第７８条の２第４項第１号（法第７８条の１２において読み替えて準用する法

第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、介護保険法

施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の１０の２に定める者とする。

付 則
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この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４３号

西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例制定の件

西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例

西宮市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年西宮市条例第２０号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 基準該当障害福祉サービスの事業に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３０条第

１項第２号イの条例で定める基準、共生型障害福祉サービスの事業に係る法第４１条の

２第１項各号の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定障害福祉サービスの事業に

係る法第４３条第１項及び第２項の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第３６条

第３項第１号の条例で定める者については、この条例の定めるところによる。

（指定障害福祉サービスの事業等の基準）

第２条 基準該当障害福祉サービスの事業に係る法第３０条第１項第２号イの条例で定め
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る基準、共生型障害福祉サービスの事業に係る法第４１条の２第１項各号の人員、設備

及び運営に関する基準並びに指定障害福祉サービスの事業に係る法第４３条第１項及び

第２項の人員、設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）に定める基準（当該基準の特例とし

て定められている基準がある場合には、その基準）をもって、その基準とする。

（申請者の資格）

第３条 法第３６条第３項第１号（法第３７条第２項において読み替えて準用する場合を

含む。）の条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第３４条の２１第１項に定めると

ころによる。

２ 前項の規定は、法第４１条第４項において準用する法第３６条第３項第１号の条例で

定める者について準用する。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４４号

西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の

件

西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制

定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

西宮市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西

宮市条例第２１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）第８０条第１項の障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準については、この条例の定めるところによる。

（障害福祉サービス事業の基準）

第２条 障害福祉サービス事業に係る法第８０条第１項の設備及び運営に関する基準は、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）に定める基

準（当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準）をもって、

その基準とする。
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付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４５号

西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

制定の件

西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を次のよ

うに制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

西宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２６年西宮市条例第６０号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 基準該当居宅介護支援の事業に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第４７条第１項第１号の条例で定める基準並びに指定居宅介護支援の

事業に係る法第８１条第１項及び第２項の人員及び運営に関する基準並びに法第７９条

第２項第１号の条例で定める者については、この条例の定めるところによる。

（指定居宅介護支援の事業等の基準）

第２条 基準該当居宅介護支援の事業に係る法第４７条第１項第１号の条例で定める基準

並びに指定居宅介護支援の事業に係る法第８１条第１項及び第２項の人員及び運営に関

する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３８号）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合に
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は、その基準）をもって、その基準とする。

（申請者の資格）

第３条 法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項において準用する場合を含

む。）の条例で定める者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３２条の３の２に定める者とする。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４６号

西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定の

件

西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

西宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年西宮市条例第

６１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 基準該当介護予防支援の事業に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）第５９条第１項第１号の条例で定める基準並びに指定介護予防支援の

事業に係る法第１１５条の２４第１項及び第２項の人員及び運営に関する基準並びに指

定介護予防支援に係る同項の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに

法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者については、この条例の定めるとこ

ろによる。
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（指定介護予防支援の事業等の基準）

第２条 基準該当介護予防支援の事業に係る法第５９条第１項第１号の条例で定める基準

並びに指定介護予防支援の事業に係る法第１１５条の２４第１項及び第２項の人員及び

運営に関する基準並びに指定介護予防支援に係る同項の介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３７号）に定める基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合に

は、その基準）をもって、その基準とする。

（申請者の資格）

第３条 法第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において読み替えて準用

する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、介護

保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の３４の２に定める者とす

る。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４７号

西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

制定の件

西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

西宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成

２９年西宮市条例第６９号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１１条第１項から第３項までの介護

医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準については、この条例の定めると

ころによる。

（介護医療院の基準）

第２条 介護保険法第１１１条第１項から第３項までの介護医療院の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

（平成３０年厚生労働省令第５号）に定める基準（当該基準の特例として定められてい

る基準がある場合には、その基準）をもって、その基準とする。
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付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４８号

西宮市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例制定の件

西宮市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例

西宮市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

３０年西宮市条例第４１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 基準該当通所支援の事業に係る児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下

「法」という。）第２１条の５の４第１項第２号の条例で定める基準、共生型障害児通

所支援の事業に係る法第２１条の５の１７第１項各号の人員、設備及び運営に関する基

準並びに指定通所支援の事業に係る法第２１条の５の１９第１項及び第２項の人員、設

備及び運営に関する基準並びに法第２１条の５の１５第３項第１号の条例で定める者に

ついては、この条例の定めるところによる。

（指定通所支援の事業等の基準）

第２条 基準該当通所支援の事業に係る法第２１条の５の４第１項第２号の条例で定める
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基準、共生型障害児通所支援の事業に係る法第２１条の５の１７第１項各号の人員、設

備及び運営に関する基準並びに指定通所支援の事業に係る法第２１条の５の１９第１項

及び第２項の人員、設備及び運営に関する基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号）に定め

る基準（当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準）をもっ

て、その基準とする。

（申請者の資格）

第３条 法第２１条の５の１５第３項第１号（法第２１条の５の２０第２項において読み

替えて準用する場合を含む。）の条例で定める者は、児童福祉法施行規則（昭和２３年

厚生省令第１１号）第１８条の３４第１項に定めるところによる。

２ 前項の規定は、法第２１条の５の１６第４項において準用する法第２１条の５の１５

第３項第１号の条例で定める者について準用する。

付 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（参考）

○提案理由

省令の改正及び条例の規定方法の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うため。
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議案第１４９号

西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定の件

西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年西宮市条例

第３６号）の一部を次のように改正する。

第３条中「指導」の次に「又は支援」を加える。

第３０条中「について」の次に「、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意

見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向」を加える。

第３３条中「婦人相談所」を「里親支援センター、女性相談支援センター」に改める。

第３６条第２項中「満３歳以上」の次に「満４歳に満たない幼児おおむね１５人につき

１人以上、満４歳以上」を加える。

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の
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間、改正後の第３６条第２項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の第

３６条第２項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

（参考１）

○提案理由

省令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を

（現行抄）定める条例

（最低基準の目的）

最低基準は、市長の監督に属する児童福祉施設に入所している者が明るくて、衛生的な第３条

環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（児童福祉施設の長を含む。以下

同じ。）の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保

障するものとする。

（自立支援計画の策定）

母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、第30条

母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならな

い。

（関係機関との連携）

母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、第33条

児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、

婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

（職員）

第36条

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむ

ね６人につき１人以上、満３歳以上の幼児おおむね２０人につき１人以上とする。ただし、一

つの保育所につき２人を下ることはできない。



26－1

議案第１５０号

西宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定の件

西宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

西宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年西宮市

条例第１５号）の一部を次のように改正する。

第３０条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。

第３２条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を

「２５人」に改める。

第４５条第２項第３号中「の児童」を「満４歳に満たない児童」に改め、「限る」の次

に「。次号において同じ」を加え、「２０人」を「１５人」に改め、同項に次の１号を加

える。

(4) 満４歳以上の児童 おおむね２０人につき１人

第４８条第２項第３号中「の児童」を「満４歳に満たない児童」に改め、「限る」の次
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に「。次号において同じ」を加え、「２０人」を「１５人」に改め、同項に次の１号を加

える。

(4) 満４歳以上の児童 おおむね２０人につき１人

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 保育士又は保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある

ときは、当分の間、改正後の第３０条第２項、第３２条第２項、第４５条第２項及び第

４８条第２項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の第３０条第２項、第

３２条第２項、第４５条第２項及び第４８条第２項の規定は、この条例の施行の日以後

においても、なおその効力を有する。

（参考１）

○提案理由

省令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

（現行抄）準を定める条例

（職員）

第30条

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた数

以上とする。

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１０項第２号又は特区法第１２条の４

第１項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） おおむね２０人につ

き１人

(4) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人

（職員）

第32条

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加え

た数以上とし、そのうち半数以上は、保育士とする。

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受け入れ

る場合に限る。次号において同じ。） おおむね２０人につき１人
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(4) 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人

（職員）

第45条

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。た

だし、一つの保育所型事業所内保育事業所につき２人を下回ることはできない。

(3) 満３歳以上の児童（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。） おおむね２０人につき１人

（職員）

第48条

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加え

た数以上とし、そのうち半数以上は、保育士とする。

(3) 満３歳以上の児童（法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。） おおむね２０人につき１人
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議案第１５１号

西宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例

西宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年西宮市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第８条第３項の表中「３０人」を「２５人」に、「２０人」を「１５人」に改める。

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を

及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第８条第３項の規定は、適用しない。

この場合において、改正前の第８条第３項の規定は、この条例の施行の日以後において

も、なおその効力を有する。
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（参考１）

○提案理由

府令・省令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

（現行抄）設備及び運営に関する基準を定める条例

（職員の数等）

第８条

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育（満３歳未満の園児についてはその保育。

以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める員数を合計した数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時２人を下回

ってはならない。

園児の区分 員数

おおむね３０人につき１人（学級数を下回る場合にあ
満４歳以上の園児

っては、当該学級数に相当する員数）

おおむね２０人につき１人（学級数を下回る場合にあ
満３歳以上満４歳未満の園児

っては、当該学級数に相当する員数）

（該当部分のみ抜粋）
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議案第１５２号

西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例の一部を改正する条例制定の

件

西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例の一部を改正する条例

西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例（平成３０年西宮市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。

第５条第３項の表中「３０人」を「２５人」に、「２０人」を「１５人」に改める。

付 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を

及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第５条第３項の規定は、適用しない。

この場合において、改正前の第５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後において

も、なおその効力を有する。
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（参考１）

○提案理由

基準の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

（現行抄）○西宮市認定こども園の認定等の要件を定める条例

（職員の配置）

第５条

３ 認定こども園に置くべき子どもの教育及び保育（満３歳未満の子どもについてはその保育）

に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める員数を合計した数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時２人を下回ってはなら

ない。

子どもの区分 員数

おおむね３０人につき１人（学級数を下回る場合にあ
満４歳以上の子ども

っては、当該学級数に相当する員数）

おおむね２０人につき１人（学級数を下回る場合にあ
満３歳以上満４歳未満の子ども

っては、当該学級数に相当する員数）

（該当部分のみ抜粋）
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議案第１５３号

西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定の件

西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

西宮市条例第 号

西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年西宮市条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示すると

ともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該

当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「認定こども園又は幼稚園」とあるのは

「特別利用教育を提供している施設」と、」を加える。

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的

記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。
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付 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和６年４月１

日から施行する。

（参考１）

○提案理由

府令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。

（参考２）

○西宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育

（現行抄）事業の運営に関する基準を定める条例

（掲示）

特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、第23条

職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認

められる重要事項を掲示しなければならない。

（特別利用教育の基準）

第36条

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

第５条、第６条（第３項を除く。）、第７条第１項及び第８条から第３４条までの規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「法第１９条第１号」とあるのは「法第１９条第２

号」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する」とあるのは「同条第１号又は第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分」と

あるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分」と、第１３条第２項中「法第２７

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受

ける者を除く。）」とする。

（電磁的記録等）

第53条

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、当該書

面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第４

項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき

事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設

等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるもの（以下この条において「電磁的
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方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設

等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付す

る方法
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議案第１７０号

工事請負契約締結の件

下記のとおり契約を締結する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

青葉台緑地急傾斜地崩壊対策工事１ 契 約 の 目 的

２ 契 約 金 額 金４３２，９５５，９３０円

西宮市鳴尾町１丁目７番８号

３ 契約の相手方

日光・八紘 特定建設工事共同企業体

（参考）

(1) 工 期 令和８年３月３１日

(2) 工事場所 西宮市青葉台２丁目

(3) 工事概要 斜面対策工事 Ａ＝５，０１６㎡

砂防土工 一式

法面工 一式

ネット敷設工 Ａ＝５，０１６㎡

鋼材挿入工（２．０ｍ以下） Ｎ＝６９５本

鋼材挿入工（２．０ｍ超３．０ｍ以下） Ｎ＝１，７０２本 外

仮設工 一式
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入札結果表

令和６年１月３０日 開札、同日 一般競争入札により決定

名 称 青葉台緑地急傾斜地崩壊対策工事

予 定 価 格 金４６８，０４２千円（入札書比較価格 金４２５，４９３千円）

最低制限価格 金４２９，０３３千円（最低制限比較価格 金３９０，０３０千円）

入 札 者 入札価格（単位：千円） 備 考

日光・八紘 特定建設工事共同企業体 ３９３，５９６ 落 札

廣川・トーホー 特定建設工事共同企業体 ４２７，５００
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契約業者経歴表

（単位：千円）

１ 業 者 名 日光建設工業 株式会社

２ 資 本 金 ４５，０００

土木一式工事 ３３４，０８２

最近１年間の その他工事 ６７，９０６
３

完 成 工 事 高

計 ４０１，９８８

六軒町外配水管布設替工事 ２１４，７２０

最近３年間の （主）尼崎池田線 舗装修繕工事（その１） ６０，０６０

４ 本 市 以 外 の 奥池（１）Ⅱ地区 急傾斜地崩壊対策工事 １７６，９９０

主 要 工 事 兵庫東流域下水汚泥広域処理場 防潮堤整備工事その８ ８１，４００

尼崎西宮芦屋港海岸 鳴尾浜地区東護岸改修工事（その５） １１９，６８０

該当なし

最近３年間の

５ 本市に対する

主 要 工 事

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率３０％） １，３０６，８００

し尿圧送管撤去（今津出在家町外）工事 ３８，５００
本市に対

瓦木小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率３０％） １，４３０，０００
する分

市営城ケ堀町住宅整備工事（ＪＶ工事比率３０％） １，２１２，２００
現在施

６工中の
緊急予防強 ４緊Ｙ（緊）第１号 ８８，６３８

工 事
本市以外 仁川町３丁目外配水管布設替工事 １９８，５７２

に対する

分
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（単位：千円）

１ 業 者 名 八紘建設 株式会社

２ 資 本 金 ３０，０００

土木一式工事 １８２，６７８

最近１年間の その他工事 １４４，１７１
３

完 成 工 事 高

計 ３２６，８４９

池開町雨水渠（鳴８０２）改築工事 ３９，１６０

最近３年間の 阪神地域（潮芦屋地区）マリーナ護岸改修工事（その１） ４７，０４４

４ 本 市 以 外 の 樋ノ口土地区画整理事業に係る土木工事（その１） ２６，９１４

主 要 工 事 阪神地域（潮芦屋地区）マリーナ護岸改修工事（その３） ８２，２３２

尼崎西宮芦屋港海岸 護岸補修工事（その２） ６３，４７１

鳴尾今津線道路改良（上鳴尾町外）工事 ６０，５００

最近３年間の 小曽根線電線共同溝（甲子園一番町）工事 ５１，７００

５ 本市に対する

主 要 工 事

鳴尾今津線道路改良（上鳴尾町外）工事 １００，３６４

本市に対

する分

現在施

６工中の
樋ノ口土地区画整理事業に係る土木工事（その２） ２０，７７９

工 事
本市以外 樋ノ口土地区画整理事業に係る土木工事（その３） ９，４１０

に対する 樋ノ口土地区画整理事業に係る土木工事（その４） ３５，５３９

分
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議案第１７１号

工事請負契約変更の件

令和５年３月２２日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更

する。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号 変 更 事 項

契約金額「金３，２５９，２２３，０００円」を
議決第７２５号

「金３，２９６，０９５，０００円」に変更する。

（参考）

１ 変 更 理 由 杭の施工方法等の変更により工事費が増額となるため。

２ 原契約の目的 瓦木中学校校舎改築他工事

３ 契約の相手方 西宮市池田町１２番２０号

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体

４ 工 期 令和４年７月８日から令和８年１月３０日まで
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議案第１７２号

工事請負契約変更の件

令和５年７月５日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更す

る。

令和６年３月６日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号 変 更 事 項

契約金額「金１，３０４，６００，０００円」を
議決第 ２１ 号

「金１，３３８，９７５，０００円」に変更する。

（参考）

１ 変 更 理 由 「令和５年３月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措

置」適用により、労務・資材等単価を変更するとともに、各室の使

用用途の変更による仕様の変更を行った結果、増額変更をするもの

である。

２ 原契約の目的 甲武中学校長寿命化改修他工事

３ 契約の相手方 西宮市東町１丁目１０番２７号

三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体

４ 工 期 令和５年７月６日から令和８年１月３０日まで
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